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三戸町公共施設照明設備Ｌ Ｅ Ｄ 化事業に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１  目的 

本業務は、 三戸町（ 以下「 本町」 と いう 。） におけるカ ーボンニュ ート ラ ルの実現に向けた温室効果

ガスの排出抑制及び高騰する電気料金の節減による行政コ スト の軽減を 図るため、 町内の公共施設に

ついて、 省エネルギーかつ長寿命のＬ Ｅ Ｄ 照明をリ ース方式により 導入するこ と を 目的と する。  

本募集は、 民間事業者のノ ウハウ、 資金、 技術力を 活用し 、 計画・ 工事・ 維持管理等に関する提案を

受け、 最適な事業者を 特定するために行う も のである。  

 

２  事業概要 

（ １ ） 事 業 名 

 三戸町公共施設照明設備Ｌ Ｅ Ｄ 化事業 

（ ２ ） 業務内容 

 別紙仕様書のと おり  

（ ３ ） 契約方式 

 リ ース契約 

（ ４ ） 事業期間 

① Ｌ Ｅ Ｄ 照明設備の導入業務 契約締結日から 令和７ 年３ 月 31 日まで 

② リ ース及び設備の維持管理業務 施設毎に工事完了の翌月から 10 年間（ 120 か月）  

※導入設備はリ ース期間終了後、 発注者に無償譲渡さ れるも のと する。  

（ ５ ） 提案上限額 

リ ース費用総額２ １ ５ ,９ ４ ６ ,０ ０ ０ 円（ 消費税及び地方消費税を含む）  

※地方自治法第２ １ ４ 条に基づく 債務負担行為と する。  

 

３  担当課及び書類提出先 

〒039-0198 青森県三戸郡三戸町大字在府小路町４ ３ 番地 

青森県三戸町役場 総務課 管財班 

担当者： 椛沢 秀孝 

電 話： 0179-20-1111（ 内線 2218）  

Ｆ Ａ Ｘ ： 0179-20-1102 

E-mail： kabasawa@ town.sannohe.lg.jp 

 

４  参加資格要件 

（ １ ） 応募者 

① 応募者は、 本事業を 行う 能力を 有し 、 かつ、 法人格を有する単体企業又はグループ（ それぞれが

法人格を 有する複数の企業の共同） と する。  

② グループで応募する場合は、 構成員の中から 代表者を１ 者選定するも のと し 、 その代表者が町と

の連絡窓口と なり 、 提案に必要な諸手続き を行う 。 その他の構成員は連携し て事業遂行の責を負う

も のと する。  

mailto:kabasawa@town.sannohe.lg.jp
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なお、 各構成員は、 他のグループの構成員と し て本プロ ポーザルに参加するこ と はでき ない。 ま

た、 構成員の変更は認めない。  

③ 参加表明時、 応募者の構成員すべてを明ら かにし 、 各々の役割分担を 明確にするこ と 。  

④ 応募者は、 応募を 含むそれ以降の提案に係る諸手続き 及び契約等に係る諸手続き を行う 。  

（ ２ ） 応募者の役割 

  ① 応募者は、 次の役割を すべて担い、 グループの場合は各構成員が次の役割を 分担する。  

   ア リ ース役割 

     本町と のリ ース契約を 締結し 、 事業遂行の全ての責を負う 。  

   イ  施工役割 

     施工に関する業務をすべて実施する。  

   ウ 調査設計役割 

     調査・ 設計業務を 実施する。  

   エ その他役割 

     上記ア～ウ以外の維持管理、 本設備の供給等を 実施する。  

     ※リ ース役割以外の各役割は、 複数事業者での構成も 可と する。  

  ② リ ース役割を 担う 者、 施工役割を 担う 者、 調査設計役割を 担う 者、 その他役割を 担う 者が異なる

場合には、 構成員の間で交わさ れた契約書、 覚書などを締結し 、 その写し を 提出するこ と 。  

（ ３ ） 応募者の資格要件 

 応募者の資格要件は、 次のと おり と する。 なお、 グループの場合は、 グループと し てこ れら の要件

を 満たすこ と 。  

① 代表者及び構成員は、 令和４ ・ ５ 年度三戸町一般競争（ 指名競争） 入札参加資格審査申請書を 提

出し ているこ と（ 本プロポーザルの参加申込に当たり 新規提出する 場合は、 5(1)の参加表明期日ま

でに提出するこ と ）。  

※ 提出書類等については町ホームページ参照のこ と 。 メ イ ンタ ブ「 仕事・ 産業」 →「 令和４ ・ ５

年度一般競争（ 指名競争） 入札参加資格審査申請書提出要領」  

U RL： https://www.town.sannohe.aomori. jp/ 

  ② 応募者は、 本要領の内容を 十分に遂行でき る者であるこ と 。  

③ 応募者は、 事業運営、 維持管理を 円滑に行う ため迅速に対応でき る者であるこ と 。  

④ リ ース期間中、 維持管理を 行う こ と ができ 、 部品提供や代替照明器具の供給ができ るこ と 。  

⑤ 地方公共団体と の間に本事業と 同種のＬ Ｅ Ｄ 照明リ ース契約の実績を 有し ているこ と （ グループ

の場合は、 構成員の中で１ 者以上こ の要件を満たすこ と ）。  

⑥ リ ース役割を 担う 構成員は、 経常利益が直近３ か年連続で赤字でないこ と 。  

⑦ 施工役割を担う 構成員は、 建設業法（ 昭和 24 年法律第 100 号） に基づく 電気工事に係る監理技

術者が所属する事業者であるこ と 。  

（ ４ ） 応募者の制限 

次に掲げる者は応募者の構成員になる こ と はでき ない。  

① 地方自治法施行令（ 昭和 22 年政令第 16 号） 第 167 条の４ 第１ 項の規定に該当する者。  

② 会社更生法（ 平成 14 年法律第 154 号） に基づく 更生手続開始の申立及び民事再生法（ 平成 11 

年法律第 225 号） に基づく 再生手続開始の申立をし ている者。  

③ 青森県及び三戸町から 指名停止の措置を 受けている者。  

https://www.town.sannohe.aomori.jp/
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④ 国税及び地方税を 滞納し ている者（ 特別な理由により 延納、 徴収猶予が承認さ れている場合を 除

く ）。  

⑤ 宗教活動及び政治活動を 主たる目的と する者。  

⑥ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（ 平成 3 年法律第 77 号） 第２ 条第６ 号に規

定する暴力団員又は同条第２ 号に規定する暴力団若し く は暴力団員と 密接な関係を 有する者。  

 

５  参加表明手続 

本プロ ポーザルへの参加を 希望する 者は、 次のと おり 提出書類一式によ り 参加表明を 行う も のと す

る。  

（ １ ） 提出期限 

令和５ 年１ １ 月２ ８ 日（ 火） 必着 

（ ２ ） 提出書類及び提出部数 

   応募者及び構成員は、 以下の書類を 綴じ たも の１ 部を提出するこ と 。  

   ① 参加意向申出書【 様式１ 号】  

グループで応募の場合は、 代表者名で作成するこ と 。  

   ② グループ構成表【 様式１ －１ 号】  

応募者の構成員を 全て明ら かにし 、 各々の役割分担を 明確にするこ と 。 なお、 単体での応募の

場合は、 提出不要。  

   ③ 参加資格要件確認誓約書【 様式２ 】  

   ④ 会社概要書【 様式３ 】  

※ 業種に関する許可、 登録を 証明する書類若し く は、 提出日前３ ヶ 月以内の商業登記簿謄本

の写し を 添付するこ と 。  

   ⑤ 照明設備Ｌ Ｅ Ｄ 化リ ース事業実績調書【 様式４ 】  

※ 記載し た業務実績が証明でき るも の（ 契約書等の写し ） を添付するこ と 。  

（ ３ ） 提出方法及び提出先 

提出書類一式を、 本要領「 3 担当課及び書類提出先」 に記載の担当者あてに、 電子データ により 送

信すると と も に、原本を郵送又は持参によ り 提出するこ と 。なお、持参による提出受付は役場開庁時

間（ 平日 8 時 15 分から 17 時まで） のみと する。  

（ ４ ） 参加資格審査結果通知 

参加意向申出書を 提出し た者に対し 、 次のと おり 審査結果を通知する。  

① 通 知 日 令和５ 年１ １ 月２ ９ 日（ 水） に通知する。  

② 通知方法 電子メ ールにより 通知し た後、 本文書を 郵送する。  

 

６  説明会 

実施予定なし  

 

７  企画提案書の提出 

参加資格が確認さ れた者は、 次のと おり 書類を 作成し 、 期限までに提出するこ と 。  

（ １ ） 提案に関する事項 

  ①「 三戸町公共施設照明設備Ｌ Ｅ Ｄ 化事業に係る 仕様書（ 以下、「 仕様書」 と いう 。）」 の内容を踏ま
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えて提案を行う こ と 。  

② 工事に関する共通条件は次のと おり と する。  

ア 材料置場、駐車場は事業場所の敷地内や既存建築物の一部を使用可能と する。こ れら の設置に

あたっ ては町の各施設担当者と 協議する と と も に、 必要に応じ て行政財産の使用許可手続き を

行う も のと する。但し 、材料置場や駐車場が不足する 場合には、事業者の負担で敷地外にて調達

するも のと する。  

イ  室内（ 屋上、 機械室等を 除く ） の工事の作業時間は、 各施設所管課と 事前に調整を 行う こ と 。

なお、 原則と し て、 室内の備品等の移動は行わずに、 養生を行う こ と 。 必要に応じ て工事中の侵

入などに対する予防措置を 講じ るこ と 。  

ウ 工事にあたっ ては本町の担当者と 協議する と と も に、 執務や施設利用に支障が生じ ないよう

に十分配慮するこ と 。  

エ 交換する リ ース物品は、 既設の建物に配慮し て天井改修等を 必要と し ない照明器具及び付属

品を 選定するこ と 。万一施工のために天井改修等が必要な場合は、事業者の負担で行う こ と 。天

井仕上げ材料は、既存材料と 同等のも ので、体裁に配慮するも のと し 、既存の天井と の色目の違

いが生じ る場合は、 再塗装を 行う こ と 。  

（ ２ ） 提出書類 

  ① 企画提案書【 様式６ 】  

  ② 事業実施方針（ 任意様式）  

  ③ Ｌ Ｅ Ｄ 照明設備導入計画（ 任意様式）  

  ④ 事業効果試算表【 様式７ 】  

  ⑤ 使用機器提案書（ 任意様式）  

⑥ 維持管理等提案書（ 任意様式）  

  ⑦ 事業実施工程表（ 任意様式）  

  ⑧ 参考見積書【 様式８ 】  

（ ３ ） 提出部数、 提出方法及び提出先 

  ① 紙媒体で正本１ 部、 副本 7 部を持参又は郵送 

   ※正本には届出印を 押印するこ と 。  

② 電子媒体（ PD F による） で１ 部（ 郵送又は電子メ ール）  

③ 本要領「 3 担当課及び書類提出先」 に記載の担当あてに、 電子データ により 送信すると と も に、

紙媒体を 郵送又は持参により 提出するこ と 。  

（ ４ ） 提出期限 

 令和５ 年１ ２ 月１ １ 日（ 月） 午後５ 時必着 

（ ５ ） 留意事項 

① 使用フ ォ ント は見やすいフ ォ ント と し て 11 ポイ ント 以上と する こ と 。  

② 各提案書類には、 各ページ下部中央に提出書類ごと の通し 番号を 振るこ と 。  

③ 各提案書類には、 書類符号を記し た表紙と イ ンデッ ク スを付け、 Ａ ４ 縦長フ ァ イ ルに綴じ たも の

を 提出するこ と 。 書類は A４ 版又は A３ 版（ A３ 版は A４ 版折込） と し 、 完結に分かり やすく 作成す

るこ と 。  

④ 現場確認等は行わず、 仕様書で示す「 既存器具リ スト 」 を 基に積算のう え、 提案書を 作成するこ

と 。 なお、 当該リ スト は、 竣工当時の図面等を 元に作成し たも のである。  
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⑤ 「 既存器具リ スト 」 にある非常照明、 誘導灯については、 企画提案時点では LED  化の対象外と

する。 ただし 、 受託候補者特定後の現場確認により 、 LED  化を実施する場合がある。  

⑥ 別紙「 積算用照明点灯時間一覧」 を 参考と し 、 次の３ 点を基本に提案する こ と 。  

ア 東北電力業務用電力にて積算 

イ  再生エネルギー促進賦課金を 加算 

ウ 燃料費調整額を 含めずに積算 

 

８  質疑応答 

本業務及び本プロポーザルに関し て質問がある場合は、 次により 行う 。 なお、 質問書以外での問い合

わせについては一切受け付けない。  

（ １ ） 質問方法 

質問書【 様式５ 】 により 、 本要領「 3 担当課及び書類提出先」 に記載の担当あてに、 電子メ ールに

て提出するこ と 。 なお、 電子メ ールの件名は「 三戸町公共施設照明設備Ｌ Ｅ Ｄ 化事業に関する 質問

（ ○○社）」 と するこ と 。  

※ 電子メ ールを 受信し た場合、受信確認メ ールを 送信アド レ スに返信する ので、メ ール送信日の翌

日までに受信確認メ ールが届かないと き は、 至急、 電話等で連絡するこ と 。  

（ ２ ） 質問の受付期限 

令和５ 年１ １ 月２ １ 日（ 火） 17 時（ 必着）  

（ ３ ） 質問書への回答 

全ての質問を 取り まと めた上で、 令和５ 年１ １ 月２ ２ 日（ 水） までに三戸町ホームページへの掲

載により 行う も のと する（ 回答の際は質問者名を公表し ない）。  

（ ４ ） その他 

① 質問事項が重複し ていると 町が判断し た場合は、 整理し た上で回答する。  

② 本件の趣旨から かけ離れた質問には回答し ない。  

③ 質問又は回答の内容が、 競争上の地位その他利害を 害する恐れがあるも の、 質問者の具体的な提

案内容に密接に関わるも のについては、 質問者にのみ回答する。  

④ 評価及び審査に係る質問は、 一切受け付けない。  

 

９  失格事項 

次のいずれかに該当し た場合は、 失格と する。  

① 提出期限までに企画提案書を提出し ない場合 

② 提出書類に虚偽の記載があっ た場合 

③ 本実施要領及び仕様書に示し た条件に適合し ない場合 

④ 審査の公平性に影響を 与える行為があっ た場合 

⑤ 提案金額が、 上限額を 超過し た場合 

⑥ 参加資格要件を満たし ていない場合又は満たさ なく なっ た場合 

⑦ プレ ゼン テーショ ン開始時刻までに会場等に来なかっ た場合 

⑧ その他、 町が指示し た事項に違反する場合 
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10 審査方法、 評価基準 

（ １ ） 審査方法 

提案の審査・ 評価は、「 三戸町公共施設照明設備Ｌ Ｅ Ｄ 化事業に係るプロポーザル審査会（ 以下「 審

査会」 と いう 。）」 において提案内容を総合的に評価し 、評価点数の合計が最も 高い提案者を受託候補

者と し て特定する。  

なお、 最も 高い点数の提案者が複数の場合は、 見積書の金額が最も 安価な提案者を 上位と し 、 金額

も 同額の場合は審査会の委員の多数決により 順位を 決定する。  

評価点数には最低基準点を 設定し ており 、 それ以上の点数を得た者がいなかっ た場合は、 受託候補

者の特定は行わない。  

（ ２ ） プレゼンテーショ ン及びヒ アリ ングによる評価の実施 

① 企画提案書の内容について、 １ 提案者あたり 50 分以内のプレ ゼン テーショ ンを 行う 。  

② 実施日時、 場所 

ア 日時 令和５ 年１ ２ 月１ ４ 日（ 木） ※ 時間については、 別途通知する。  

イ  場所 三戸町役場４ 階 大会議室 

  ③ 実施時間 

50 分以内（ 提案内容の説明 30 分、 ヒ アリ ング 20 分）。  

④ 出席者 

 ５ 名以内（ 出席者は最小限と する ）。  

⑤ その他 

ア プレ ゼンテーショ ンの順番は、 町が企画提案書を 受理し た順番と し 、 電子メ ールにより 別途通

知する。  

イ  プレ ゼンテーショ ンの内容は企画提案書に基づいたも のと する。  

ウ 当日、 配付資料がある場合は、 ７ 部用意するこ と 。  

エ プレ ゼンテーショ ン会場には、 スク リ ーン、 プロジェ ク タ ー及びＨ Ｄ ＭＩ ケーブルのみ本町が

準備する 。  

オ W eb 会議形式での実施も 可能と する。 なお、 W eb 会議形式で実施する場合は、 企画提案書提

出時までに担当者にその旨連絡するこ と 。 また、 W eb 会議形式で実施するこ と により 、 別途必

要と なる 機材は参加者が準備するこ と 。  
 

（ ３ ） 評価基準 

評価項目 内  容 配点 

事業遂行能力 

実施体制及び役割分担が明確になっ ている か 

15 

過去５ 年間に同種の業務実績を 有し ている か 

応募者（ グループ） の経営状況は良好か 

Ｌ Ｅ Ｄ 照明機器等は、 累積製造・ 販売実績（ 台数・ 年数） を 十分有する

メ ーカ ー製品を 採用し ているか 

使用機器 
契約期間中の使用機器の品質、 信頼性、 安全性を 十分に確保でき るか 

20 
Ｌ Ｅ Ｄ 照明機器等は、 点灯性能や省エネ性能等が優れているか 

調査・設計 
工事計画等 

事業計画は具体的で実現性を 有し 、計画どおり 遂行でき る能力を 有し て

いるか 
10 
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工事中における 工程管理、品質管理及び安全管理等の留意点等が記載さ

れており 、 工事履行に関する信頼性がある か 

維持管理 
緊急や災害時等の不具合に早急に対応でき る 体制が確保さ れているか 

15 
製品に関する 事故やト ラ ブ ル等に対する安全対策が図ら れている か 

事業効果 
本町にと っ て経済性が高く 、 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ に寄与し た提案であるか 

20 
地域経済に寄与する 具体的な提案があるか 

プレゼンテーション 
プレ ゼン テーショ ン は分かり やすく 、 説得力がある か 

10 
質疑応答は適切に対応さ れている か 

参考見積金額 提案内容に対し て見積金額が適正であり 、 経費の内訳が明確か 10 
 

（ ４ ） 審査結果の通知、 公表 

   審査結果は、 受託候補者特定後、 令和５ 年１ ２ 月１ ９ 日（ 火） を 目途に決定し 、 全提案者に文書で

通知する。 また、 受託候補者名及び評価点数を 本町ホームページに公表する。  

なお、 審査結果に関する質問又は異議は一切受け付けない。  

 

11 契約に関する基本的事項 

受託候補者の特定後、 提案内容に基づいて本業務の仕様等について精査・ 調整・ 協議を行い、 合意し

た場合に契約を締結する。 なお、 契約にあたっ ての主な留意事項は次のと おり である。  

（ １ ） 企画提案の内容を そのまま委託するも のではないこ と 。  

（ ２ ） 業務の全部又は一部について、 町の承諾なし に他者に再委託するこ と はでき ない。  

（ ３ ） 契約にあたり 、 契約書を作成し 、 各１ 通を 保有する。  

（ ４ ） 審査会によ る特定後、 受託候補者から 辞退の申し 出があっ たと き 若し く は契約の相手方と し て不

適格であると 判断さ れたと き は、 契約を締結し ない場合がある。 こ の場合において、 町は受託候補

者が要し た費用を 補償し ない。  

（ ５ ）受託候補者と の協議が整わないと き は、次順位の者と 順次契約に関する協議を行う こ と ができ る。 

（ ６ ） 仕様書に記載し ている施設一覧のう ち、 三戸町国民健康保険三戸中央病院については、 受託候補

者特定後の協議の段階で本事業の対象と し ない場合があるこ と を了承するこ と 。  

 

12 スケジュ ール 

本プロポーザルの実施スケジュ ールは以下のと おり 。 ただし 、 状況に応じ て変更する場合がある。  

実施内容 実施期間または期日 

プロポーザル実施の公表（町ホームページ掲載） 令和５年１１月１７日（金） 

質問書提出期限 令和５年１１月２１日（火） 

質問に対する回答 令和５年１１月２２日（水） 

参加意向申出書提出期限 令和５年１１月２８日（火） 

参加資格審査結果通知 令和５年１１月２９日（水） 

企画提案書提出期限 令和５年１２月１１日（月） 

プレゼンテーション 令和５年１２月１４日（木） 

選考結果通知・公表 令和５年１２月１９日（火） 



8 

 

 

13 その他 

（ １ ） 提出書類は返却し ない。  

（ ２ ） 提出後の訂正、 差し 替えは、 町から 指示があっ た場合を 除き 認めない。  

（ ３ ） 提出さ れた書類は、 本プロポーザルにおける受託候補者特定以外の目的では使用し ない。  

（ ４ ） 本プロポーザルにかかる費用については、すべて参加者の負担と する 。やむを 得ない理由により 本

プロポーザルが中止さ れた場合においても 、 それまでに要し た費用を 本町に請求するこ と はでき な

い。  

（ ５ ） 参加意向申出書の提出後に本プロポーザルへの参加を 辞退する と き （ 特定後に辞退する と き も 含

む。） は、 辞退届（ 任意様式） を提出するこ と 。  

（ ６ ） 参加申込者又は企画提案者が１ 者の場合でも プロポーザルを 実施する。  

（ ７ ） 提案書の著作権は、当該提案書を 作成し たも のに帰属するも のと するが、当該業務の契約相手と な

っ たも のが作成し た提案書については、 町が必要と 認める 場合には、 町は事前に通知するこ と によ

り 、 その一部または全部を 無償で使用（ 複製、 転記又は転写を いう ） するこ と ができ る も のと する。  

（ ８ ） 参加申込者は、 本プロ ポーザルの実施後、 不知又は内容の不明を 理由と し て、 異議を 申し 立てるこ

と はでき ないも のと する。  

（ ９ ） 手続き において使用する言語は日本語、 通貨は日本国通貨、 単位は計量法に定めるも のと する。  

（ 10） Ｌ Ｅ Ｄ 化対象施設へ電話等により 直接問い合わせるこ と は厳に禁止する。  

（ 11） 本業務は、プロポーザル方式により 事業者を 特定するも のであるため、具体的な工事内容は技術提

案書に記載さ れた内容を反映し つつ発注者と の協議に基づいて決定するも のと する。  

（ 12） 受託候補者特定後の現場確認等により 仕様書で示す「 既存器具リ スト 」 と の相違があっ た場合に

は、 発注者と 協議をするこ と 。  

（ 13） 既存照明設備が LED 照明器具である場合には、 照明器具の更新は行わないも のと する。  

（ 14） 今後の社会情勢や財政事情の変化、その不可抗力等により 、事業計画の変更又は中止をする場合が

ある。 こ の場合、 参加者に対し て三戸町は一切の責任を負わないも のと する。  

現地調査及び詳細協議 令和５年１２月 下旬～令和６年１月下旬 

契約締結 令和６年 １月 下旬 



別紙

＜積算用照明点灯時間一覧＞ 
№ 施設名

建築
年度

所管課
照明使用時間
(単位:h)

年間開館⽇数
(単位:⽇)

契約形態

1 三⼾町役場（庁舎） 1996 総務課 8 243 ⾼圧

2 三⼾町⽴三⼾⼩中学校 2013 教育委員会事務局 8 212 ⾼圧

3 三⼾町⽴⽃川⼩学校 1997 教育委員会事務局 8 212 ⾼圧

4 三⼾町学校給⾷共同調理場 2000 教育委員会事務局 8 243 ⾼圧

5 三⼾町中央公⺠館 1968 教育委員会事務局 13 359 ⾼圧

6 ジョイワーク三⼾ 1993 教育委員会事務局 13 359 ⾼圧

7 三⼾町⽴図書館 1980 教育委員会事務局 8 296 ⾼圧

8 三⼾町⽴歴史⺠俗資料館 1976 教育委員会事務局 5 203 低圧

9 三⼾城温故館 1967 教育委員会事務局 4 203 低圧

10 郷土館 1970 教育委員会事務局 4 203 低圧

11 三⼾町勤労⻘少年ホーム 1977 教育委員会事務局 8 359 ⾼圧

12 三⼾町⺠体育館 1968 教育委員会事務局 4 359 ⾼圧

13 アップルドーム 1988 教育委員会事務局 13 359 ⾼圧

14 松原公園 1980 教育委員会事務局 2 243 ⾼圧

15 三⼾町⺠プール 2015 教育委員会事務局 8 82 ⾼圧

16 三⼾町勤労者体育センター 1981 教育委員会事務局 2 359 ⾼圧

17 三⼾総合福祉センター 1977 住⺠福祉課 9 359 ⾼圧

18 三⼾町⽴中央児童館、三⼾町⽼⼈福祉センター 1981 住⺠福祉課 11 294 低圧

19 三⼾町⽴⽃川児童館 2015 住⺠福祉課 11.5 293 低圧

20 三⼾町農村環境改善センター 1980 農林課 8 243 ⾼圧

21 病後児保育ジャブ 1968 住⺠福祉課 8 294 低圧

22 三⼾町基幹集落センター 1985 農林課 8 243 ⾼圧

23 ＳＡＮ・ＳＵＮ産直ひろば 2010 農林課 10 363 低圧

24 ＳＡＮ・ＳＵＮ産直研修館 1993 農林課 8 300 低圧

25 三⼾町農産物加⼯センター 1992 農林課 8 300 低圧

26 道の駅さんのへ（駐⾞場） 1996 まちづくり推進課 3 365 ⾼圧

27 三⼾町国⺠健康保険三⼾中央病院 1998 三⼾中央病院 16 320 ⾼圧
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